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広報あぐい　２００６年１１月１５日号

□
問
い
合
わ
せ
先

　

社
会
教
育
課

　

�（
４
８
）１
１
１
１
（
内
２
６
２
）

�
　

障
害
者
の
方
を
対
象
に
就
職
面
接
会
を

次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す

□
日　

時　

十
二
月
五
日（
火
）

　
　
　
　
　

午
後
二
時
〜
午
後
四
時

□
場　

所　

半
田
市
福
祉
文
化
会
館

　
　
　
　
　
（
雁
宿
ホ
ー
ル
講
堂
）

□
面
接
方
法
な
ど

　

参
加
企
業
ご
と
に
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
、

希
望
企
業
と
直
接
面
談
で
き
ま
す
。

□
問
い
合
わ
せ
先

半
田
公
共
職
業
安
定
所
（
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
半
田
）
特
別
援
助
部
門

　

�（
２
１
）０
２
５
２

�
�
�
�
�
�
�
�
	

�

�

�

�

�

�
　

衣
浦
西
部
都
市
計
画
事
業
阿
久
比
宮
津

特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
の
定
款
と
事
業

計
画
（
変
更
案
）
を
次
の
と
お
り
縦
覧
し

ま
す
。

□
縦
覧
期
間

　

十
一
月
十
七
日（
金
）〜

　

十
一
月
三
十
日（
木
）

□
縦
覧
時
間　

午
前
八
時
半
〜
午
後
五
時

□
縦
覧
場
所　

役
場
建
設
課

※　

定
款
と
事
業
計
画
に
つ
い
て
意
見
の

あ
る
方
は
、
十
二
月
十
四
日（
木
）ま
で

に
愛
知
県
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

□
問
い
合
わ
せ
先　

建
設
課

　

�（
４
８
）１
１
１
１
（
内
２
８
７
）

�□
日　

時　

平
成
十
九
年
一
月
八
日（
祝
）

　
　
　
　
　

午
前
十
時
か
ら

□
場　

所

　

阿
久
比
町
勤
労
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
エ
ス

ペ
ラ
ン
ス
丸
山
）

　

対
象
者
は
、
昭
和
六
十
一
年
四
月
二
日

か
ら
昭
和
六
十
二
年
四
月
一
日
ま
で
に
生

ま
れ
た
町
内
に
住
所
の
あ
る
方
で
す
。（
対

象
者
に
は
案
内
は
が
き
を
送
付
し
ま
す
。）

　

阿
久
比
町
に
住
ん
で
い
た
方
で
、
学
校

や
勤
務
の
関
係
で
一
時
的
に
町
外
に
住
ん

で
い
る
方
も
参
加
で
き
ま
す
。
参
加
を
希

望
さ
れ
る
方
は
、
社
会
教
育
課
へ
連
絡
く

だ
さ
い
。
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□
内　

容

　

Ａ
Ｅ
Ｄ
を
使
っ
た
講
義
と
実
習

□
募
集
期
間

　

十
二
月
一
日（
金
）〜
十
二
月
七
日（
木
）

□
費　

用　

無
料

□
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

半
田
保
健
所
総
務
企
画
課

　

�（
２
１
）３
３
４
１

　

半
田
保
健
所
で
は
Ａ
Ｅ
Ｄ
を
使
っ
た
実

技
講
習
会
を
開
催
し
ま
す
。

□
日　

時　

十
二
月
十
二
日（
火
）

　
　
　
　
　

午
後
一
時
半
〜
午
後
五
時

□
場　

所　

半
田
保
健
所
大
会
議
室　

□
募
集
人
員　

三
十
人
程
度

Information

お知らせ  
InformationInformation
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昨年の成人式

□対象者
　町内に住所があり、既に婚姻の届
け出をし、引き続き婚姻関係にある
夫婦。（町税などを滞納していないこ
とが必要。）
□対象となる治療
　医療保険の給付対象となる不妊治
療と検査。（体外受精、顕微受精など
特定不妊治療は対象外となります。）
□助成額
　普通不妊治療に掛かる医療費と検
査費用の自己負担分。
□助成の方法
　支払った自己負担分（医療対象分）
について、償還払い。
□助成期間
　助成の申請のあった月から一年間。

□申請方法
　助成を希望される方は、次の書類
を添えて提出してください。
添付書類
①　交付申請書
②　不妊治療に関する医師の証明書
③　戸籍謄本。その他婚姻の事実を
証明する書類

④　住民票の写しまたは外国人登録
原票記載事項証明書

⑤　町税などを滞納していないこと
を証明する書類

⑥　不妊治療の支払いに関する領収
書
□問い合わせ先
　保険課医療年金係　�（４８）１１１１
（内線２１５・２５７）
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　町では、不妊に悩む夫婦に、「普通不妊治療」に掛かる医療費の助成を行っ
ています。


